
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年２月４日（火） ８：２３～８：３３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

森 まさこ 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇国会提出案件 １３件 

○法律案      １１件 

○政令        １件 

○人事        ４件 

〇配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，岡田副長官から御説明申し上げます。 

○岡田内閣官房副長官：国会提出案件について，申し上げます。まず，「令和２年度地

方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類」について，御決定をお願いいたしま

す。本件は，地方交付税法に基づき，国会に提出するものであり，後程，総務大臣

から御発言があります。 

次に，「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」につい

て，御決定をお願いいたします。本件は，地方税法に基づき，平成３０年度の地方

税の税負担軽減措置の適用状況等に関する報告書を国会に提出するものでありま

す。 

次に，質問主意書に対する答弁書１１件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，法律案１１件について，御決定をお願いいたします。まず，「国家戦略特別

区域法の一部改正法案」は，最先端の技術を活用し，規制改革を伴う複数分野のス

マート化の取組を同時に暮らしに実装する「スーパーシティ」構想の実現に向けた

制度の整備等を行うものであります。 

次に，「地方税法等の一部改正法案」は，所有者不明土地等に係る固定資産税の課

税上の課題に対応するため，使用者を所有者とみなす制度を拡大するほか，全ての

ひとり親家庭に対する公平な税制上の措置等を行うものであります。 

次に，「地方交付税法等の一部改正法案」は，地方財政の収支が引き続き著しく不

均衡な状況にあること等に鑑み，令和２年度分の地方交付税の総額の特例措置を講

ずるほか，河川のしゅんせつ等に要する経費を地方債の対象とする特例を設ける等

の改正を行うものであります。 

次に，「市町村合併特例法の一部改正法案」は，自主的な市町村の合併が引き続き

円滑に行われるよう，法律の期限を，令和１２年３月３１日まで１０年間延長する

ものであります。 

次に，「関税定率法等の一部改正法案」は，個別品目の関税率の見直し，とん税及

び特別とん税の特例措置の創設，暫定関税率の適用期限の延長等についての改正を

行うものであります。 

次に，「国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加

盟に伴う措置に関する法律の一部改正法案」は，両機関に対する加盟国の出資総額

の増額に伴い，我が国の両機関への出資額を増額するための措置を講ずるものであ

ります。 

次に，「労働基準法の一部改正法案」は，民法の一部改正法の施行に伴い，使用人

の給料に係る短期消滅時効が廃止されることを踏まえ，労働者保護の観点から，賃

金請求権の消滅時効期間の延長等を行うものであります。 

次に，「雇用保険法等の一部改正法案」は，多様化する就業ニーズに対応し，職業

の安定と就業の促進等を図るため，育児休業給付の失業等給付からの分離による位
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置付けの明確化，高齢者の就業支援等の措置を講ずるものであります。 

次に，「土地基本法等の一部改正法案」は，土地の適正な利用及び管理の確保のた

めの基本方針並びに地籍調査の円滑かつ迅速な実施を図るための計画の策定等の

措置を講ずるものであります。 

次に，「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正法案」

は，ソフト面でのバリアフリー対策を強化するため，公共交通事業者等に対する役

務提供の方法に関する基準遵守の義務付け等を行うものであります。 

次に，「道路法等の一部改正法案」は，大型車両の通行に係る手続の合理化，歩行

者利便増進道路の指定制度の創設等の措置を講ずるものであります。 

次に，政令について，御決定をお願いいたします。「最高裁判所裁判官国民審査法

施行令の一部を改正する政令」は，国民審査における裁判官の氏名の記載について，

本名に代えて旧氏及び名を用いることを可能とするものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，在レオン日本国総領事館総領事 

伯耆田修外４名を特命全権大使に任命し，ボリビア国駐箚等を命ずること，及び，

特命全権大使大江博に，国際農業開発基金総務会総務たる日本政府代表を命ずるこ

と外１件について，それぞれ御決定をお願いいたします。 

次に，裁判官人事といたしまして，退官するものについて，御決定をお願いいた

します。 

次に，山崎召三外１３６名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

〇菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。 

〇高市国務大臣：令和２年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額の策定に当たりまし

ては，人づくり革命の実現や地方創生の推進，地域社会の維持・再生，防災・減災

対策等に対応するために必要な経費を計上するとともに，社会保障関係費の増加を

適切に反映した計上を行う一方，国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことと

しております。あわせて，引き続き生じる財源不足については，特例地方債の発行，

一般会計からの加算等により補塡することといたしました。これらの結果，交付団

体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について，令和元年

度を０．７兆円上回る額を確保することとしております。また，歳入歳出総額の見

込額は，９０兆７，３９７億円となっております。また，東日本大震災分の復旧・

復興事業について，直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため，震災復興

特別交付税を３，７４２億円確保いたしました。よろしく御了承のほどお願い申し

上げます。 

〇菅国務大臣：次に，衛藤晟一大臣。 

〇衛藤国務大臣：来る２月７日は，「北方領土の日」です。当日は，北方領土問題の早

期解決を求める日本国民の固い決意を内外に表明するため，総理及び外務大臣も御

出席の下，「北方領土返還要求全国大会」が東京の国立劇場大劇場で開催されます。

また，この日を中心として，全国各地で様々な行事が開催されます。 

北方領土問題の１日も早い解決に向け，国民世論の一層の高揚を図りつつ，粘り

強く，裾野の広い返還要求運動を推進していきたいと考えています。閣僚の皆様の
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御理解・御協力をお願いいたします。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令 和 ２ 年 

２ 月 ４ 日 

◎ 国 会 提 出 案 件

 ○ 令 和 ２ 年 度 地 方 団 体 の 歳 入 歳 出 総 額 の 見 込 額 に 関

す る 書 類 に つ い て （ 決 定 ）      （ 総 務 省 ）

〃 ○ 地 方 税 に お け る 税 負 担 軽 減 措 置 等 の 適 用 状 況 等 に

関 す る 報 告 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 総 務 ・ 財 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 医 療 分

野 の 研 究 開 発 関 連 の 調 整 費 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 内 閣 官 房 ）

〃 ○ 1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 ｉ Ｐ Ｓ

細 胞 ス ト ッ ク 事 業 へ の 支 援 に つ い て の 不 透 明

な 意 思 決 定 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ

い て （ 決 定 ）           （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 阿 部 知 子 （ 立 国 社 ） 提 出 カ ジ ノ 事

業 者 か ら の 納 付 金 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁

書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 特 定 複 合 観 光 施 設 区 域 整 備 推 進 本 部 ）

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 公 文 書 管 理

法 の 違 反 に 対 す る 罰 則 に 関 す る 質 問 に 対 す る

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 内 閣 府 本 府 ）

1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ み ん ） 提 出 香 川 県 ゲ ー ム

規 制 条 例 案 と ｅ ス ポ ー ツ に 生 き が い を 感 じ て

い る 重 度 障 害 者 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書

に つ い て （ 決 定 ）         （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 国 社 ） 提 出 検 察 の 捜 査

を 受 け て い る 者 が マ ス メ デ ィ ア に 向 け て 発 言

す る こ と に よ っ て 捜 査 へ の 支 障 を き た す か ど

う か に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）            （ 法 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 保 釈 中 及 び 実

刑 確 定 後 の 逃 亡 に つ い て の 対 策 に 関 す る 質 問

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 同 上 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・

社 民 ） 提 出 米 軍 に よ る ソ レ イ マ ニ 司 令 官 の 殺

害 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 外 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 検 疫 体 制 に 関  
す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  
             （ 厚 生 労 働 省 ）  

1. 参 議 院 議 員 那 谷 屋 正 義 （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 ソ 連 国 内 法 に よ っ て 有 期 刑 ・

死 刑 に 処 せ ら れ た 戦 後 強 制 抑 留 者 に 関 す る 質

問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 同 上 ）  
1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・

社 民 ） 提 出 連 邦 海 外 腐 敗 行 為 防 止 法 の 適 用 例

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 経 済 産 業 省 ）  

 

◎ 法 律 案 

   ○ 国 家 戦 略 特 別 区 域 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 

（ 決 定 ）        （ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

                  （ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 地 方 交 付 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

                      （ 同 上 ） 

 〃  ○ 市 町 村 の 合 併 の 特 例 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 案 （ 決 定 ）          （ 総 務 省 ） 

 〃  ○ 関 税 定 率 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

                     （ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 国 際 金 融 公 社 へ の 加 盟 に 伴 う 措 置 に 関 す る 法 律 及

び 国 際 開 発 協 会 へ の 加 盟 に 伴 う 措 置 に 関 す る 法 律

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ）    （ 同 上 ） 

 〃  ○ 労 働 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

                   （ 厚 生 労 働 省 ） 

 

資 料  
あ り  
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   ○ 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

                （ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 土 地 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 ・ 法 務 省 ） 

 〃  ○ 高 齢 者 ， 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 ・ 総 務 ・ 財 務 ・ 文 部 科 学 省 ） 

 〃  ○ 道 路 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 

す る 政 令 （ 決 定 ）          （ 総 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ○ 伯 耆 田  修 外 ４ 名 を 特 命 全 権 大 使 に 任 命 す る こ と 

に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ☆ 特 命 全 権 大 使 大 江  博 に 国 際 農 業 開 発 基 金 総 務 会 

総 務 た る 日 本 政 府 代 表 を 命 じ ， 厚 生 労 働 省 国 際 労 

働 交 渉 官 宮 川 千 穗 子 （ 麻 田 千 穗 子 ） 外 ２ 名 に 国 際 

労 働 機 関 理 事 会 日 本 政 府 代 表 等 を 命 免 す る こ と に 

つ い て （ 決 定 ） 

   ☆ 判 事 補 兼 簡 易 裁 判 所 判 事 伊 藤 圭 子 を 願 に 依 り 免 ず 

る こ と に つ い て （ 決 定 ） 

   ☆ 元 陸 将 補 山 崎 召 三 外 １ ３ ６ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に つ 

い て （ 決 定 ） 

 

◎ 配  布 

   ☆ 京 都 市 長 選 挙 結 果 調         （ 総 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕     

  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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